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南部・西部地区の区立中学校の統合による
新設中学校の開校に向けた取組を進めます

向原小学校の建替えのための
取組を開始しました！

　目黒区学校施設更新計画（令和3年3月策定）に基づく更新1校目として、令和4年度から向原小学校の建替
えに着手します。はじめに、新施設の基本構想の策定から進めていきます。基本構想の策定にあたって、学校
関係者・保護者・地域の方のご意見やご要望を伺うとともに、学校建替えに対する理解を深めていただくため、
本年4月に向原小学校建替え検討会を設置します。検討会は、新しい学校に必要な機能等を共に考え、良いア
イデアを導き出す場としていきたいと考えています。検討会で出た意見等を踏まえながら、11月頃を目途に基
本構想を決定し、その後、基本設計の作成に取り組んでいきます。

　目黒区教育委員会では、統合方針「望ましい規模の区立中学校の実現を目指して」を令和3年12月に改定しま
した。令和7年4月を目標に、「第七中学校」と「第九中学校」、「第八中学校」と「第十一中学校」を統合
して、新設中学校2校を開校します。新設中学校の校舎は建替えにより整備し、令和９年度中を目標に
新校舎へ移転します。改定した統合方針については、区ホームページ（右コード）をご覧ください。

　令和4年度は新設中学校の開校に向け、学校関係者・保護者・地域の方などによる協議組織を設置し、基本
的な事項（学校の位置、目指す学校像等）を協議します。また、協議組織等による協議・検討結果に基づいて、新
設中学校の基本的な事項を示した方針（統合新校整備方針）を策定するなどの取組を行います。
　保護者や地域の方 と々協議組織による協議等を通じて、魅力ある新設中学校の開校を目指します。

　目黒区教育委員会では、学校施設や備品、区立図書館
の図書資料の充実のための寄付を受け付けております。
頂いた寄付金は、未来の目黒区の教育のために大切に使
わせていただきます。各寄付金のお申込方法については、
区ホームページ（右コード）をご覧ください。

　  協議組織の取組について

　  統合のスケジュールと学年の早見表
教育行政に参加！

未来の目黒区の教育をつくりませんか？

学校施設計画課
☎ 03-5722-9307 
FAX 03-5722-9333

問い合せ

■学校施設整備寄付金
老朽化した学校の建替えには30年間で1,700
億円を超える経費が必要と見込まれます。未来を
支える子どもたちの教育環境の充実に温かいご
支援をお願いします！

学校運営課
☎ 03-5722-9304 
FAX 03-5722-9333

問い合せ

■学校備品等整備寄付金
今後の未来を担う子どもたちのための快適な
学校環境の整備を進めていきます。皆様から頂
いたご寄付によって、学校の備品や学校図書館
の充実が図られます！
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新設中学校
（新校舎）位置決定
（B校の敷地とする）

既存の校舎
（A校敷地）で
新設中学校開校

新校舎（B校敷地）
へ移転

新設中学校の校地は、統合対象
校の既存の校地を活用します。
そのため、建替え工事期間中は、
新校舎とならない校地の既存校
舎で新設中学校を開校し、工事
完了後に新校舎へ移転します。

新校舎等建設工事

令和4年度現在のお子様の学年

既存校舎改修 新設中学校の校舎として活用

寄付金のお願い

八雲中央図書館
☎ 03-5701-2795 
FAX 03-5701-2794

問い合せ

■図書館資料充実寄付金
本には様々な世界を体験できる力があります。
子どもたちの豊かな心を育てる読書活動推進の
ため、また、生涯学習の拠点として、図書資料の
充実にご協力をお願いします！

　統合のスケジュールは次の通りです。お子様の学年と照らし合わせてご覧ください。

B校
敷地

A校
敷地

（基金について）

（活用実績） （活用実績）

令和5年度～令和6年度
統合新校整備方針に基づいて、校名の
選定や生徒間の交流活動の実施、教育
課程、校章、校歌や標準服等を定めるな
どの取組を行います。
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